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本号の主な内容

お
口
の
健
康
か
ら
、子
ど
も
の
豊
か

な
成
長
を
育
む
市
民
公
開
講
演
会
開
催

　

1
月
16
日（
日
）、岩
倉
政
城
先

生（
歯
学
博
士
、尚
絅
学
院
大
学
名

誉
教
授
）を
講
師
に「
口
か
ら
見
た

子
育
て
―
コ
ロ
ナ
下
に
マ
ス
ク
で

顔
を
覆
う
危
機　

指
し
ゃ
ぶ
り
、口

臭
、学
校
健
診
か
ら
見
え
て
く
る
も

の
―
」と
題
し
て
、市
民
公
開
講
演

会
を
開
催
し
ま
し
た
。講
師
と
の
対

面
形
式
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、

感
染
症
の
急
激
な
拡
大
を
受
け
、急

遽
、リ
モ
ー
ト
に
よ
る
講
演
と
し
、

希
望
者
の
み
、会
場
で
Ｗ
Ｅ
Ｂ
視
聴

の
形
態
と
し
ま
し
た
。当
日
は
会

場
参
加
含
め
1
0
8
名
の
参
加（
視

聴
）と
な
り
ま
し
た
。

　

開
会
挨
拶
で
長
谷
憲
理
事
長
は
、

「
講
師
の
歯
科
医
療
の
普
及
活
動
や

学
習
健
診
を
学
ぶ
機
会
に
し
て
ほ

し
い
」と
挨
拶
。感
染
拡
大
の
要
因

の
一
つ
と
し
て
、日
本
の
検
疫
が
及

ば
な
い
在
日
米
軍
基
地
や
日
米
地

位
協
定
の
問
題
に
も
触
れ
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
が
拡
が
る
中
、子
ど

も
に
接
す
る
大
人
や
子
ど
も
自
身

の
マ
ス
ク
着
用
で
、相
手
の
表
情
が

読
み
取
れ
ず
、そ
の
こ
と
が
保
育
な

ど
で
も
障
壁
に
な
っ
て
い
る
と
指

摘
し
ま
す
。子
ど
も
は
相
手
の
表
情

か
ら
喜
怒
哀
楽
を
読
み
取
り
、情
緒

の
理
解
を
発
達
さ
せ
ま
す
。科
学
的

な
知
見
も
用
い
な
が
ら
、子
ど
も
の

マ
ス
ク
着
用
や
接
す
る
大
人
の
着

用
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
ま
し
た
。マ

ス
ク
を
外
し
て
接
す
る
際
に
、う
が

い
薬
を
服
用
す
る
こ
と
で
、短
時
間

で
あ
れ
ば
ウ
イ
ル
ス
の
飛
散
を
防

ぐ
効
果
が
あ
る（
但
し
、汎
用
に
は

粘
膜
を
傷
つ
け
る
な
ど
の
注
意
点

も
あ
る
）こ
と
な
ど
、や
む
を
得
な

い
状
況
で
参
考
と
な
る
お
話
も
あ

り
ま
し
た
。

　

学
校
歯
科
健
診
の
場
で
い
ろ
い

ろ
な
取
り
組
み
を
し
て
こ
ら
れ
て

い
る
岩
倉
先
生
で
す
が
、要
治
療

の
歯
を
検
出
す
る
こ
と
と
受
診
勧

告
と
い
う
管
理
だ
け
で
は
な
く
、

子
ど
も
の
学
び
の
場
に
ふ
さ
わ
し

い「
学
習
健
診
」へ
の
転
換
を
提
案

さ
れ
て
い
ま
す
。健
診
時
に
顎
角

部
の
口
腔
底
を
探
り
リ
ン
パ
節
を

子
ど
も
自
身
に
触
っ
て
も
ら
い
、リ

ン
パ
節
を
移
動
さ
せ
た
と
き
の
感

覚
を
知
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る

症
状
な
ど
を
子
ど
も
自
身
が
理
解

す
る
こ
と
で
、「
リ
ン
パ
節
が
私
の

身
体
を
守
っ
て
い
る
」と
健
康
や
予

防
へ
の
動
機
づ
け
と
な
り
ま
す
。教

員
も
一
緒
に
体
験
す
る
こ
と
で
、健

診
の
と
き
だ
け
で
な
く
、教
育
の

機
会
を
通
じ
た
口
腔
の
健
康
に
つ

い
て
の
意
識
付
け
が
で
き
る
と
い

い
ま
す
。

　

ま
た
、要
治
療
と
診
断
さ
れ
た

子
ど
も
の
受
診
率
の
低
さ
や
口
腔

崩
壊
の
子
ど
も
が
い
る
現
状
に
つ

い
て
は
、当
会
の「
学
校
歯
科
治
療

調
査
報
告
書
2
0
1
7
年
」も
用
い

て
、そ
の
背
景
に
貧
困
と
格
差
や
学

校
歯
科
健
診
の
あ
り
方
が
あ
る
と

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
問
題

は
、学
校
だ
け
で
な
く
、社
会
の
問

題
と
し
て
捉
え
対
策
を
講
じ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

リ
モ
ー
ト
参
加
の
聴
講
者
か
ら

も
た
く
さ
ん
の
質
疑
が
出
さ
れ
、子

ど
も
の
歯
科
に
つ
い
て
の
関
心
の

高
さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。指
し
ゃ

ぶ
り
は
成
長
過
程
で
み
ら
れ
る
自

然
な
行
為
で
、神
経
質
に
な
り
す
ぎ

ず
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か

で
他
に
関
心
を
向
け
て
い
く
と
い

う
参
考
事
例
も
示
さ
れ
ま
し
た
。指

し
ゃ
ぶ
り
が
歯
並
び
に
ど
う
影
響

す
る
か
、よ
だ
れ
が
多
い
子
ど
も
、

食
べ
歩
き
や
あ
そ
び
食
い
な
ど
、保

育
士
、歯
科
衛
生
士
、子
育
て
中
の

保
護
者
か
ら
の
質
問
に
、身
振
り
手

振
り
を
交
え
、わ
か
り
や
す
く
答
え

て
も
ら
い
ま
し
た
。保
育
施
設
で
子

ど
も
に
関
わ
っ
て
き
た
経
験
を
も

つ
岩
倉
先
生
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、実

際
の
子
ど
も
の
様
子
や
反
応
に
見

合
っ
た
も
の
ば
か
り
で
、「
よ
く
わ

か
っ
た
」「
や
っ
て
み
た
い
」と
、質

問
者
も
前
向
き
に
受
け
と
め
て
い

ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
自
身
の
子

供
と
の
関
わ
り
方
を
見
つ
め
直
す

い
い
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
」、

「
わ
か
り
や
す
く
楽
し
い
講
演
で

あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
て

い
ま
し
た
」な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。

「保険でよい歯を」
広島プロジェクト

歯科医療の充実を求める、
5,128筆の署名を提出

　

12
月
23
日（
木
）、
Ｆ
Ｍ
は
つ

か
い
ち「
昼
な
ん
じ
ゃ
け
ん
！

7
6
1
」の「
キ
ッ
ズ
ト
レ
ジ
ャ
ー
」

コ
ー
ナ
ー
に
、星
正
浩
先
生（
生
協

さ
え
き
歯
科
）と
事
務
局
が
出
演

し
、感
染
症
下
で
の
口
腔
管
理
の

重
要
性
を
テ
ー
マ
に
お
話
し
し
ま

し
た
。歯
科
で
増
え
て
い
る
受
診

見
合
わ
せ
が
、口
腔
の
健
康
、ひ
い

て
は
全
身
の
健
康
の
リ
ス
ク
を
高

め
て
い
る
こ
と
を
説
明
。子
育
て

中
と
言
わ
れ
る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

の
方
か
ら
は
、マ
ス
ク
着
用
の
生

活
が
長
期
化
し
、子
ど
も
の「
お
く

ち
ポ
カ
ン（
口
唇
閉
鎖
不
全
）」が

多
く
み
ら
れ
る
と
質
問
も
出
さ
れ

ま
し
た
。定
期
的
な
歯
科
受
診
で

口
腔
の
衛
生
状
態
を
保
ち
、子
ど

も
の
成
長
に
あ
わ
せ
て
生
じ
る
不

安
も
歯
科
医
院
で
相
談
し
て
く
だ

さ
い
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、県
内
自
治

体
議
会
か
ら
国
に
対
し
、「
歯
科
医

療
の
充
実
を
求
め
る
」意
見
書
を

提
出
す
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。廿
日
市
市
、北

広
島
町
に
続
き
、12
月
議
会
で
審

議
さ
れ
た
庄
原
市
、府
中
町
で
採

択
さ
れ
ま
し
た
。プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

取
り
組
み
で
4
市
町
の
採
択
が
実

現
し
、24
県
市
町
の
う
ち
17
市
町

議
会
で
の
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

　

昨
年
8
月
に
立
ち
上
げ
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
、保
険
で
よ
り
良

い
歯
科
医
療
を
求
め
る
請
願
署
名

の
集
約
数
ア
ッ
プ
、感
染
症
下
で

の
歯
科
治
療
の
重
要
性
や
歯
科
医

療
機
関
の
感
染
対
策
の
周
知
な
ど

を
目
的
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。様
々
な
行
動
が
制
限
さ

れ
る
中
で
し
た
が
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活

用
や
配
信
型
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な

ど
、こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
手

法
も
取
り
入
れ
な
が
ら
の
活
動

は
、幅
広
い
世
代
に
向
け
て
歯
科

情
報
や
歯
科
医
療
制
度
が
抱
え
る

諸
問
題
の
広
報
に
つ
な
が
り
ま
し

た
。全
国
で
も
医
療
者
・
患
者
が

一
緒
に
、署
名
へ
の
協
力
を
呼
び

か
け
、26
万
筆
を
超
え
る
署
名
が

集
ま
り
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
の
集

約
分
は
70
名（
全
国
・
12
月
21
日
時

点
）の
紹
介
議
員
を
通
じ
て
国
会

に
届
け
て
い
ま
す
。

　

協
会
は
1
月
15
日（
土
）、浜
井

行
夫
先
生（
石
田
耳
鼻
咽
喉
科
医

院
理
事
長
・
兼
院
長
、日
本
耳
鼻
咽

喉
科
学
会
広
島
県
地
方
部
会
在
宅

医
療
検
討
委
員
会
委
員（
嚥
下
障

害
担
当
））を
講
師
に
招
き
、医
科

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー「
在
宅
患
者

の
耳
鼻
科
往
診
・
訪
問
診
療
～
特

に
摂
食
嚥
下
診
療
に
つ
い
て
～
」を

開
催
し
ま
し
た
。

　

2
0
1
7
年
の
厚
生
白
書
に
よ

る
と
、誤
嚥
性
肺
炎
と
肺
炎
に
よ
っ

て
亡
く
な
る
ケ
ー
ス
は
9
・
7
％
に

も
の
ぼ
り
、悪
性
新
生
物
、心
疾
患

に
次
い
で
多
い
死
因
と
な
っ
て
い

ま
す
。講
師
は
、誤
嚥
性
肺
炎
に
つ

な
が
る
摂
食
・
嚥
下
障
害
の
原
因

と
し
て
、老
化
に
よ
る
機
能
低
下
、

脳
血
管
障
害
、腫
瘍
、心
因
性
疾
患

等
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
さ

れ
ま
し
た
。

　

次
に
講
師
は
、嚥
下
機
能
低
下

に
つ
い
て
、実
際
の
写
真
を
交
え
な

が
ら
解
説
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
師
は
、嚥
下
障
害
の
あ
る
患

者
に
対
し
て
、①
重
度
障
害
で
全

く
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、経
口
摂
取
を
中
止
し
、胃
瘻
や

点
滴
等
か
ら
基
礎
栄
養
を
確
保
す

る
、②
中
等
度
障
害
で
一
部
食
べ
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、摂
食
指

導
や
嚥
下
食
指
導
、摂
食
嚥
下
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
、③
軽

度
障
害
の
場
合
は
、誤
嚥
性
肺
炎

の
予
防
・
介
助
法
や
予
防
投
薬
、早

期
発
見
・
早
期
治
療
が
必
要
と
、そ

れ
ぞ
れ
の
障
害
の
程
度
に
よ
っ
て

対
応
が
異
な
る
こ
と
に
触
れ
、「
誤

嚥
性
肺
炎
の
早
期
発
見
の
た
め
に

は
、家
族
や
主
治
医
だ
け
で
は
な

く
、よ
り
多
く
の
職
種
が
患
者
を

診
る
こ
と
が
必
要
」と
話
さ
れ
ま

し
た
。

　

最
後
に
講
師
は
、自
身
が
委
員

を
勤
め
て
お
ら
れ
る
在
宅
医
療
検

討
委
員
会
で
の
取
り
組
み
と
し
て
、

多
く
の
耳
鼻
科
医
が
嚥
下
診
療
を

行
え
る
よ
う
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作

成
や
研
修
会
の
開
催
な
ど
を
行
っ

て
い
る
こ
と
を
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
具
体
的
な
観

察
の
ポ
イ
ン
ト
が
分
か
っ
た
」「
耳

鼻
科
在
宅
診
療
の
可
能
性
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
た
」な
ど
の
感
想

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

が
疑
わ
れ
る
高
齢
者
を
早
期
に
発

見
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、①
嚥

下
障
害
を
疑
わ
せ
る
臨
床
症
状
、

②
誤
嚥
性
肺
炎
の
兆
候
、③
摂
食

場
面
の
観
察
の
3
点
が
重
要
だ
と

解
説
。常
に
口
が
開
い
て
い
な
い

か
、食
事
の
際
に
む
せ
て
は
い
な
い

か
、食
事
の
時
間
が
長
く
な
い
か

な
ど
具
体
的
な
例
を
挙
げ
な
が
ら

話
さ
れ
ま
し
た
。

　

嚥
下
機
能
の
評
価
・
診
断
で
は
、

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
患
者

の
主
訴
や
身
体
所
見
、標
準
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
等
を
行
い
、診
断
で

は
、嚥
下
造
影
検
査
や
嚥
下
内
視

鏡
検
査
を
行
い
ま
す
。講
師
は
在

宅
患
者
の
嚥
下
機
能
の
観
察
状
況

（5面に関連記事）

2面

3面

6面

4面

主張「2022年度予算審議に望む－受療権と医療提
供体制の確保、所得格差の改善と低所得者救済につ
ながる政策を」／「新いのちまもる」署名を国会に提出
会員訪問／22年度診療報酬改定－診療所の負担増
につながる外来等のデータ提出を求めないよう要請
【解説】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上
の臨時的な取扱い
原発よりも命の海を

医科オンラインセミナー開催

耳鼻科医が行う在宅患者の
摂食嚥下診療について学ぶ

講師の浜井先生 講師の岩倉先生

ラジオに出演する星先生（左）
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コ
ロ
ナ
で
脆
弱
ぶ
り
が
明
ら
か
と

な
っ
た
医
療
体
制
の
再
建
に
背
を

向
け
た
改
定
率
に
抗
議
し
、大
幅
な

引
き
上
げ
を
求
め
ま
す
。

・
中
医
協
で
議
論
進
む

　

2
月
上
旬
の
中
医
協
総
会
で
の

ま
と
め
に
向
け
て
議
論
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。1
月
21
日
に
開
か

れ
た
中
医
協
公
聴
会
で
は
、医
療

関
係
者
よ
り
診
療
報
酬
削
減
へ

の
懸
念
や
医
療
費
抑
制
策
の
見
直

し
を
求
め
る
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。京
都
九
条
病
院
理
事
長
の
松

井
道
宣
氏
は
、医
療
経
済
実
態
調

査
の
結
果
か
ら
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
は
大
き

く
、補
助
金
が
断
続
的
に
投
入
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、多
く
の

病
院
で
収
益
が
悪
化
し
て
い
る
点

に
触
れ
、「
診
療
報
酬
に
よ
る
手
当

が
十
分
で
な
い
こ
と
は
明
白
だ
」

「
有
事
に
も
耐
え
う
る
余
力
を
平

時
に
も
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
」な
ど
と
述
べ
、医
療
費
抑
制
策

を
見
直
す
よ
う
要
望
し
ま
し
た
。

・
個
別
改
定
項
目
示
さ
れ
る

　

1
月
26
日
の
中
医
協
総
会
で

は
、厚
労
省
よ
り
個
別
改
定
項
目

（
そ
の
1
）が
提
示
さ
れ
、議
論
が

行
わ
れ
ま
し
た
。一
般
病
棟
用
の

重
症
度
、医
療
・
看
護
必
要
度
の
見

直
し
、情
報
通
信
機
器
を
使
用
し

た
場
合
の
初
診
料（
オ
ン
ラ
イ
ン

初
診
料
）の
新
設
、外
来
感
染
対
策

向
上
加
算
の
新
設
、リ
フ
ィ
ル
処

方
箋
の
導
入
、紹
介
状
な
し
受
診

患
者
等
か
ら
の
定
額
負
担
対
象
病

院
の
拡
大
な
ど
、具
体
的
な
内
容

（
点
数
部
分
は
提
示
な
し
）が
明
ら

か
と
な
り
ま
し
た
。

　

重
症
度
、医
療
・
看
護
必
要
度
の

見
直
し
と
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係

る
点
数
設
定
に
つ
い
て
は
、診
療

側
と
支
払
側
の
意
見
の
主
張
が
対

立
し
、公
益
裁
定
と
な
り
ま
し
た
。

重
症
度
、医
療
・
看
護
必
要
度
は
、

見
直
し
案
3（
点
滴
ラ
イ
ン
同
時

3
本
以
上
の
管
理
を
注
射
薬
剤
3

種
類
以
上
の
管
理
に
定
義
変
更
、

心
電
図
モ
ニ
タ
ー
の
管
理
の
削

除
、輸
血
や
血
液
製
剤
の
管
理
の

点
数
を
1
点
か
ら
2
点
に
変
更
）

を
採
用
す
る
こ
と
、オ
ン
ラ
イ
ン

初
診
料
に
つ
い
て
は
、現
行
の
初

診
料（
2
8
8
点
）と
コ
ロ
ナ
特
例

（
2
1
4
点
）の
中
間
程
度
の
水
準

と
す
る
こ
と
な
ど
が
合
意
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、新
型
コ
ロ
ナ
に
係
る
特

例
対
応
は
、2
0
2
0
年
度
改
定

の
経
過
措
置
は
終
了
と
な
り
ま
す

が
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
係
る
診
療
報
酬
上
の
臨
時
的

な
取
扱
い
に
つ
い
て（
そ
の
26
）」

（
令
和
2
年
8
月
31
日
）で
示
さ
れ

た
内
容
は
2
0
2
2
年
度
以
降
も

継
続
す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

歯
科
に
つ
い
て
は
、歯
科
点
数

表
の
初
診
料
の
注
1
に
規
定
す
る

施
設
基
準
に
つ
い
て
、飛
沫
感
染

防
止
対
策
等
の
新
興
感
染
症
の
対

策
に
係
る
研
修
を
追
加
す
る
こ

と
、歯
周
基
本
治
療
処
置
等
の
廃

止
に
併
せ
て
初
・
再
診
料
の
評
価

を
見
直
す
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

・
3
月
に
新
点
数
検
討
会
を
開
催

　

協
会
は
、4
月
か
ら
の
新
点
数

運
用
開
始
に
備
え
て
、3
月
末
に

医
科
は
県
内
4
か
所
、歯
科
は
2

か
所
で
新
点
数
検
討
会
を
開
催
し

ま
す
。検
討
会
は
感
染
症
の
感
染

防
止
を
考
慮
し
た
形
態
で
開
催
し

ま
す
。詳
細
な
案
内
を
既
に
お
送

り
し
て
い
ま
す
。

改
定
率
、全
体
で

マ
イ
ナ
ス
0
・
94
％

政
府
、医
療
再
建
に
背
を
向
け
る

　

昨
年
12
月
22
日
、
政
府
は

2
0
2
2
年
度
診
療
報
酬
改
定
率

を
決
定
し
ま
し
た
。本
体
部
分
を

0
・
43
％（
看
護
の
処
遇
改
善
の
た

め
の
特
例
的
対
応
な
ど
を
除
く
改

定
分
0
・
23
％
、各
科
改
定
率
は
医

科
0
・
26
％
、歯
科
0
・
29
％
、調
剤

0
・
08
％
）と
し
た
も
の
の
、薬
価
・

材
料
価
格
を
1
・
37
％
引
き
下
げ

る
た
め
、全
体
で
の
改
定
率
は
マ
イ

ナ
ス
0
・
94
％
と
さ
れ
ま
し
た
。こ

れ
で
5
回
連
続
の
マ
イ
ナ
ス
改
定

（
2
0
1
4
年
度
消
費
税
増
税
対
応

の
プ
ラ
ス
分
を
除
く
）で
す
。新
型

　

1
月
17
日
か
ら
始
ま
っ
た
通
常
国
会
の
施
政
方

針
演
説
で
、岸
田
首
相
は
、「
経
済
再
生
の
要
は
、

『
新
し
い
資
本
主
義
』の
実
現
」で
あ
る
と
述
べ
た
。

新
自
由
主
義
に
基
づ
く
資
本
主
義
下
で
生
じ
た

「
市
場
に
依
存
し
過
ぎ
た
こ
と
で
、公
平
な
分
配
が

行
わ
れ
ず
生
じ
た
、格
差
や
貧
困
の
拡
大
」「
行
き

過
ぎ
た
集
中
に
よ
っ
て
生
じ
た
、都
市
と
地
方
の

格
差
」「
自
然
に
負
荷
を
か
け
過
ぎ
た
こ
と
に
よ
っ

て
深
刻
化
し
た
、気
候
変
動
問
題
」「
分
厚
い
中
間

層
の
衰
退
が
も
た
ら
し
た
、健
全
な
民
主
主
義
の

危
機
」な
ど
の
弊
害
は
、是
正
の
仕
組
み
を
埋
め
込

む
こ
と
で
解
決
す
る
と
い
う
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
ら
が
、1
9
6
5
年
か

ら
の
50
年
間
、日
本
を
含
む
先
進
18
か
国
で
の
、富

裕
層
へ
の
大
幅
減
税
政
策
を
調
査
し
た
。そ
の
結

果
、富
裕
層
減
税
は
社
会
全
体
を
豊
か
に
し
な
い

だ
け
で
な
く
、経
済
発
展
に
も
ほ
ぼ
効
果
が
な
い

と
発
表
し
た
。ま
た
、貧
困
問
題
に
取
り
組
む
国
際

Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
オ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ム
は
、世
界
の
貧
困
層
が

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
苦
し
む
な
か
、一
握
り
の
超
富
裕

層
の
純
資
産
が
倍
増
し
て
い
る
と
公
表
し
、「
激
し

い
不
平
等
は
偶
然
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、少
数
の
特
権
層
に
有
利
な
政
策
を
と
っ
て
き

た『
経
済
的
な
暴
力
』の
結
果
だ
」と
述
べ
た
。

　
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
所
得
格
差
の
実
態
」（「
経

済
の
プ
リ
ズ
ム
」（
2
0
2
1
・
11
））で
は
、家
計
調

査
か
ら
2
0
2
1
年
の
年
間
値
を
推
計
。実
収
入

の
前
年
比
は
、世
帯
を
年
間
収
入
順
に
並
べ
5
等

分
し
た「
所
得
の
五
分
位
」の
最
低
位
層
の
減
少

率
が
最
も
大
き
く
、最
も
収
入
の
多
い
層
だ
け
が

プ
ラ
ス
。両
者
の
差
は
2
0
1
0
年
代
初
頭
か
ら

急
拡
大
し
、可
処
分
所
得
で
も
そ
の
差
は
拡
大
傾

向
が
続
く
。国
民
生
活
基
礎
調
査
か
ら
1
9
9
6

年
と
2
0
1
9
年
の
可
処
分
所
得
を
比
べ
る
と
、

4
0
0
万
～
6
5
0
万
円
台
で
5
％
以
上
減

少
し
、2
0
0
万
円
以
下
で
は
倍
増
し
て
い
る
。

2
0
2
1
年
10
月
の
生
活
保
護
の
申
請
件
数
は

1
万
8
0
0
0
件
余
、6
か
月
連
続
で
増
加
。貧
し

い
層
は
さ
ら
に
貧
し
く
、中
間
層
が
下
の
層
へ
と

落
ち
て
い
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
顕
在
化
し
た
脆
弱
な
医
療
提
供
体

制
に
よ
っ
て
多
く
の
自
宅
療
養
者
と
死
亡
者
が
発

生
し
た
。医
療
機
関
は
、コ
ロ
ナ
関
連
補
助
金
で
か

ろ
う
じ
て
破
綻
を
免
れ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、と

り
わ
け
コ
ロ
ナ
対
応
に
尽
力
す
る
公
立
病
院
の
厳

し
さ
は
著
し
い
。歯
科
で
は
材
料
費
支
出
が
大
き

く
増
え
て
い
る
。政
府
予
算
案
は
、医
療
・
福
祉
従

事
者
の
負
担
軽
減
や
離
職
対
策
に
処
遇
改
善
費
用

を
盛
り
込
む
が
、そ
の
幅
は
小
さ
く
、そ
も
そ
も
賃

金
水
準
が
低
い
保
育
労
働
者
な
ど
か
ら
は「
焼
け

石
に
水
」と
の
声
も
出
て
い
る
。感
染
拡
大
に
よ
っ

て
診
療
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
医
療
機
関
も
増

加
し
て
お
り
、診
療
報
酬
に
よ
る
処
遇
改
善
策
で

は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

岸
田
首
相
が
言
う「
新
し
い
資
本
主
義
」は
、多

分
野
で
の
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
を
柱
と
す
る
。医
療

で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
シ
ス
テ
ム
整
備
に

7
3
5
億
円
、マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
2
段
も
企
図

さ
れ
て
い
る
。与
党
や
野
党
の
一
部
は「
デ
ジ
タ
ル

田
園
都
市
構
想
」を
明
る
い
未
来
と
ば
か
り
に
語

る
が
、デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
基
本

的
人
権
、情
報
漏
洩
対
策
は
取
る
に
足
ら
な
い
こ

と
か
。「
効
率
化
」が
優
先
さ
れ
、際
限
な
く
利
用

範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
く
懸
念
も
強
い
。「
人
的
投

資
」を
重
視
す
る
と
も
繰
り
返
す
が
、「
聞
く
力
」を

持
つ
首
相
は
、日
本
の
賃
金
が
他
の
先
進
国
に
比

べ
て
伸
び
て
お
ら
ず
、労
働
者
の
5
人
に
1
人
が

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
で
、年
収
2
0
0
万
円
以
下
は

15
年
連
続
で
1
千
万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
の
か
。全
体
の
所
得
ア
ッ
プ
で
消
費
改
善

を
図
ら
な
く
て
は
、経
済
の
浮
上
も
見
通
せ
な
い
。

所
得
改
善
と
社
会
保
障
拡
充
は
、将
来
不
安
を
解

消
し
、人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
に
も

な
ろ
う
。

　

コ
ロ
ナ
で
露
呈
し
た
綻
び
は
、新
自
由
主
義
的

政
策
の
微
調
整
で
繕
え
る
も
の
で
は
な
い
。今
こ

そ
、命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
の
受
療
権
の
確
保

（
＝
医
療
提
供
体
制
の
維
持
・
確
保
）、所
得
格
差
の

改
善
と
低
所
得
者
救
済
に
実
効
性
の
あ
る
政
策
を

切
望
す
る
。

主　張

2
0
2
2
年
度
予
算
審
議
に
望
む

―
受
療
権
と
医
療
提
供
体
制
の
確
保
、所
得
格
差
の
改
善
と
低
所

得
者
救
済
に
つ
な
が
る
政
策
を

2022年度
診療報酬改定
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当
会
で
は
、1
月
19
日
に
中
医

協
と
中
医
協
各
委
員
に
対
し
て
、

「
外
来
医
療
、在
宅
医
療
、リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
ー
タ
提
出
等
に

関
す
る
要
請
書
」を
提
出
し
ま
し

た
。

も
議
論
が
行
わ

れ
ま
し
た
。電

子
カ
ル
テ
情
報

及
び
交
換
方
式

の
標
準
化
を
行

い
、患
者
の
診

療
内
容
を
一
元

的
に
管
理
す
る

こ
と
で
、患
者

個
々
の
治
療
行

為
等
が
考
慮
さ

れ
な
い
ま
ま
、

デ
ー
タ
だ
け
を

も
と
に
医
療
費

抑
制
に
つ
な
が

る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。

診
療
所
の
負
担
増
に
つ
な
が
る
外
来
等
の
デ
ー
タ

提
出
を
求
め
る
な�

協
会
が
要
請
書
を
提
出

　

現
在
、中
央
社
会
保
険
医
療
協

議
会（
以
下
、中
医
協
）総
会
に
て
、

　

11
月
26
日
の
中
医
協
総
会

で
示
さ
れ
た「
デ
ー
タ
提
出

等
に
係
る
課
題
と
論
点
」で

は
、外
来
医
療
、在
宅
医
療
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お

い
て
、患
者
の
病
態
や
実
施

し
た
医
療
行
為
の
内
容
等
に

係
る
デ
ー
タ
を
提
出
し
た
場

合
の
評
価
に
つ
い
て
議
論
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、多
く
の
入
院
基
本

料
や
特
定
入
院
料
の
施
設
基

準
要
件
の
1
つ
に
、デ
ー
タ

提
出
加
算
の
届
出
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。す
で
に
デ
ー
タ
提
出
を
行
っ

て
い
る
入
院
機
能
を
持
つ
医
療
機

関
で
も
、こ
の
提
出
作
業
は
煩
雑
な

も
の
で
す
。診
療
所
で
は
、慢
性
的

な
人
手
不
足
に
加
え
、2
0
2
0
年

10
月
診
療
分
か
ら
診
療
報
酬
明
細

書
摘
要
欄
へ
の
記
載
コ
ー
ド
化
に

よ
り
、約
1
7
0
0
も
の
コ
ー
ド
が

増
え
、請
求
事
務
作
業
が
煩
雑
と

な
っ
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
状
況
の

中
、診
療
所
に
入
院
と
同
じ
よ
う
に

デ
ー
タ
提
出
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、

診
療
所
の
負
担
を
増
や
す
こ
と
に

つ
な
が
り
、到
底
容
認
で
き
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、同
日
の
中
医
協
総
会
で

は
、医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

2
0
2
2
年
度
診
療
報
酬
に
関
す

る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

石岡　英彦　先生石岡　英彦　先生石岡　英彦　先生石岡　英彦　先生
いしおか医院
（福山市）
いしおか医院
（福山市）

会員訪問◯114会員訪問◯114会員訪問◯114会員訪問◯114

2
0
2
2
年
度
診
療
報
酬
改
定

【要請項目】
一、�外来医療、在宅医療、リハビリテーションのデータ提出
を求めないこと。

一、医療情報の標準規格化（コード化）は止めること。

２０２２年１月１９日 

中央社会保険医療協議会 

会長 小塩 隆士 様 

 

広島県保険医協会 

理事長 長谷 憲 

 

外来医療、在宅医療、リハビリテーションのデータ提出等に関する要請書 

 

貴職には、日々国民医療の向上にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。 

 １１月２６日の中央社会保険医療協議会（以下、中医協）総会で、「データ提出等に係る

課題と論点」が示され、外来医療、在宅医療、リハビリテーションにおいて、入院医療のよ

うに、患者の病態や実施した医療行為の内容等に係るデータを提出した場合の評価が議論

されています。このことは、現行の入院基本料等加算でのデータ提出加算の外来版を想定し

ているものと言えますが、データ提出加算と同様な対応を診療所へ求めることは、いたずら

に負担を増やす以外の何物でもありません。ただでさえ、診療所では慢性的な人員不足に加

え、２０２０年１０月診療分からの診療報酬明細書「摘要欄」の記載コード化により請求業

務が煩雑を極めており、物理的にも不可能な状況です。対応できる医療機関には相応の評価

を求める意見もありますが、そもそも医療情報のデータ収集は、患者への治療行為に直接関

係ないものであり、診療報酬で評価すること自体問題です。さらにそれを実行するために医

療機関に負担を押し付けることは到底認められるものではなく、ましてや要件化するなど

もってのほかです。 

 同日の総会では、電子カルテ情報及び交換方式の標準化として、医療情報の標準規格化

（コード化）を進めていくことも提示されていますが、データヘルス改革の下、国が診療内

容を一元管理するシステム構築に他なりません。医療情報の目的外使用や個人情報保護の

観点からも大いに問題ですが、これが実現すれば、「療養の給付」の範囲の縮小にとどまら

ず、患者個々の治療行為等が考慮されないまま、データ上だけで医療費抑制が簡単に着手で

きてしまうことが懸念されます。 

 以上のことから下記の点について要請いたします。 

 

 一、外来医療、在宅医療、リハビリテーションのデータ提出を求めないこと。 

 一、医療情報の標準規格化（コード化）は止めること。 

以上 
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解説 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
協会への社保相談が多い入院外の主な内容について

　新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」）の拡大に伴い、保険医協会への
社保相談も新型コロナ関連のものが増えてきています。2022年1月7日までに厚
労省が示した「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」
等について、社保相談が多い入院外（外来診療・往診等）の主な内容を解説します。
　なお、臨時的取扱の全体については、保団連ホームページの「新型コロナウイル
ス感染症対策特集（診療報酬特例等を含む）」をご覧ください。

●乳幼児感染予防策加算
　対象患者：6歳未満の乳幼児である外来患者
　算定期間：2021年10月1日～2022年3月31日
　算定要件：�患者またはその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応（※

1）を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。
（※1）�「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019（COVID-19）診療指

針・第1版（小児COVID-19合同学会ワーキンググループ）」を参考にした対応

【医科】50点（初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料に加算）
診療行為名称 請求コード

乳幼児感染予防策加算（初診料・診療報酬上臨時的取扱） 111013970
乳幼児感染予防策加算（再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱） 112023970
乳幼児感染予防策加算（小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱） 113033270
【歯科】28点（初診料、再診料に加算）

診療行為名称 請求コード
乳幼児感染予防策加算（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の
臨時的な取扱い） 301077770

●新型コロナの検査点数
　2021年12月31日より、新型コロナの検査点数が引き下げられた。なお、微生物学
的検査判断料（150点）、免疫学的検査判断料（144点）の点数に変更はない。

新型コロナの検査点数早見表
検査項目 点数 請求コード

SARS-CoV-2核酸検出 検査委託 （※2）1,350点 160229450
検査委託以外 700点 160229550

SARS-CoV-2・インフルエン
ザ核酸同時検出

検査委託 （※2）1,350点 160229650
検査委託以外 700点 160229750

SARS-CoV-2抗原検出（定性） 300点 160229850
SARS-CoV-2抗原検出（定量） 560点 160229950
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原
同時検出（定性） 420点 160230050

（※2）�検査委託の場合、激変緩和のため2022年3月31日まで経過措置が設けられている。感染状況

や医療機関での実施状況を踏まえ、2022年4月1日以降は700点となる予定。

●新型コロナを疑う患者に対する外来診療
　「診療・検査医療機関」の指定を広島県から受け、広島県のホームページで公表
されている保険医療機関が、その診療・検査対応時間内に新型コロナを疑う患者
に対して、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に、院内トリ
アージ実施料（300点）とは別に、二類感染症患者入院診療加算（250点）が算定でき
る。（2022年3月31日まで）

診療・検査医療機関（公表） 診療・検査対応時間内 300点＋250点
診療・検査対応時間外 300点

診療・検査医療機関以外、診療・検査医療機関（非公表） 300点
　院内トリアージ実施料（300点）は、新型コロナ疑いの患者の診療の際だけでな
く、新型コロナ患者（確定患者）の診療の際も、初診、再診や受診の時間帯を問わ
ず、往診等の場合も含め算定できる（施設基準の届出は不要）。また、医学管理等を
包括する点数を算定する場合でも、別に算定できる。
　なお、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き」に従い、院内感染
防止等に留意することが必要。

●新型コロナ患者に対する外来診療
　新型コロナ患者に対し、主として診療している保険医療機関が新型コロナに
係る外来診療を行った場合、救急医療管理加算1（950点）が1日につき1回算定でき
る。また、中和抗体薬「ロナプリーブ」を投与した場合は、救急医療管理加算1の3倍
に相当する点数（2,850点）が投与した日に1回算定できる。

●自宅療養、宿泊療養中の新型コロナ患者に対する診療
　◇往診・訪問診療の場合
　・�自宅療養または宿泊療養中の新型コロナ患者に対し、当該患者またはその看
護に当たっている者から緊急に往診を求められ、速やかに往診をしなければ
ならないと判断して往診を行った場合に、緊急往診加算が算定できる。

　・�自宅療養または宿泊療養中の新型コロナ患者に対し、主として診療を行って
いる保険医が属する1つの保険医療機関において、当該保険医が、往診または

訪問診療を行った場合、往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に、救
急医療管理加算1の3倍に相当する点数（2,850点）が1日につき1回算定できる。
また、中和抗体薬「ロナプリーブ」を患者の居宅にて投与した場合は、救急医療
管理加算1の5倍に相当する点数（4,750点）が投与した日に1回算定できる。

　　�　なお、同一患家等で2人以上の自宅療養または宿泊療養中の新型コロナ患者
を診た場合、2人目以降の患者で往診料を算定しない場合でも救急医療管理加
算1の3倍に相当する点数（2,850点）算定ができる。

　◇電話・情報通信機器を用いた診療
　・�自宅療養または宿泊療養中の新型コロナ患者に対し、主として診療を行って
いる保険医が属する1つの保険医療機関において、当該保険医が電話や情報通
信機器を用いて診療を行い、初診料（214点）あるいは再診料（73点）を算定した
場合にも、二類感染症患者入院診療加算（250点）が1日につき1回算定できる。

　・�自宅療養または宿泊療養中の新型コロナ患者に対し、医学的に電話や情報通
信機器を用いた診療により診断や処方が可能と判断した範囲で、当該患者の
求めに応じて、必要な薬剤を処方して差し支えない。

　　�　処方箋を交付する場合は、処方箋の備考欄に「CoV自宅」または「CoV宿泊」
と記載する。また、薬剤を配送等で患者に渡す場合は、当該患者が新型コロナ
の軽症者等であることを薬局や配送業者が知ることになるため、その旨につ
いて当該患者の同意を得ることが必要。

　・�保険医療機関以外に所在する医師が、自宅療養または宿泊療養中の新型コロ
ナ患者に対し、電話や情報通信機器を用いて新型コロナに係る診療を行う場
合、当該診療に係る診療報酬を算定することができる。

　　�　ただし、情報通信機器を用いた診療を実施する場合、厚労省が取りまとめた
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年3月（令和元年7月一部
改訂））に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項（※3）を遵守する。ま
た、電話による診療の場合でも、同指針に示される医師の所在に関し最低限遵
守する事項（※3）に準じた取扱いとする。

（※3）オンライン診療の適切な実施に関する指針（抄）
�Ⅴ�指針の具体的適用
� 2.オンライン診療の提供体制に関する事項
（1）医師の所在
②最低限遵守する事項
ⅰ�オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属を明らかにしている。
ⅱ��患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関に
おいて直接の対面診療を行える体制を整えておく。
ⅲ��医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画が途切れる
等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオンライン診療を行って
はならない。
ⅳ��オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療すること
等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる
体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。
ⅴ��第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外
部から隔離される空間においてオンライン診療を行わなければならない。

●自宅療養または宿泊療養中の医師によるオンライン診療等について
　新型コロナ（疑い含む）または濃厚接触者である医師が無症状であることなど
により自宅または宿泊療養施設等で、療養または待機を行いながらオンライン診
療または電話を用いた診療を行うことができる場合は、当該診療に係る診療報酬
を算定することができる。
　ただし、情報通信機器を用いた診療を実施する場合、厚労省が取りまとめた「オ
ンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年3月（令和元年7月一部改訂））
に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項（※3）を遵守する。また、電話に
よる診療の場合でも、同指針に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項
（※3）に準じた取扱いとする。
　なお、オンライン診療による診療を行う場合は、上記枠内の指針に記されてい
る厚労大臣が指定する研修を受講していなければならない。
（※3）の箇所は上記の枠内と同様。

●措置期間中（新型コロナ療養中）の公費負担医療の範囲
　当該措置に係る感染症医療以外の医療を受けた場合の当該医療費については、
その医療が当該患者にとって緊急に必要であり、措置期間中に受療しない場合に
は当該感染症の回復に悪影響があることが明らかな場合に限り、公費負担の対象
として差し支えない。
　事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に�
関する法律による医療の公費負担の申請手続について（周知）」（令和3年5月26日�厚労省コロナ

ウイルス感染症対策本部）より抜粋
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コ

ン
セ
ン
ト
の
名
の
も
と
に
矢
継
ぎ

早
に
同
意
を
取
り
、そ
の
際
の
不
安

や
葛
藤
に
向
き
合
う
こ
と
な
く
患

者
は
置
き
去
り
に
さ
れ
、結
果
的
に

「
病
気
の
進
行
抑
制
」よ
り
も「
精
神

的
な
希
望
」を
一
番
に
期
待
し
て
補

完
代
替
療
法
を
選
ん
で
し
ま
う
と

い
う
お
話
は
、我
々
医
療
従
事
者
側

に
も
補
完
代
替
療
法
を
広
め
て
し

ま
っ
て
い
る
原
因
の
一
端
が
あ
る

と
強
く
感
じ
ま
し
た
。効
果
に
つ
い

て
は
や
は
り
科
学
的
根
拠（
エ
ビ
デ

ン
ス
）が
必
要
で
あ
り
、実
は
補
完

代
替
療
法
の
中
に
も
エ
ビ
デ
ン
ス

の
あ
る
も
の
も
あ
り
、学
会
や
厚
労

省
か
ら
の
信
頼
で
き
る
情
報
源
を

利
用
し
な
が
ら
の
見
極
め
が
重
要

で
あ
る
こ
と
、そ
し
て
意
思
決
定
に

つ
い
て
も
情
報
に
は
必
ず
不
確
実

性
が
伴
う
中
、患
者
の
置
か
れ
て
い

る
立
場
で
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ

と
も
考
慮
し
つ
つ
そ
の
価
値
観
に

配
慮
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
も
、と
て
も
共
感
で
き
る
内
容
で

し
た
。今
後
の
実
臨
床
に
生
か
せ
れ

ば
と
思
い
ま
す
。（
広
島
市
・
水
入
ク

リ
ニ
ッ
ク
院
長
）

　

協
会
は
、昨
年
12
月
に

補
完
代
替
医
療
の
利
用
を

テ
ー
マ
に
、ま
た
、今
年
1
月

に
は
在
宅
患
者
の
耳
鼻
科

往
診
等
の
摂
食
嚥
下
診
療

を
テ
ー
マ
に
、医
科
オ
ン
ラ

イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

ま
し
た
。聴
講
者
よ
り
感
想

を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、ご
紹
介
し
ま
す
。在

宅
患
者
の
耳
鼻
科
往
診
・

訪
問
診
療

～
特
に
摂
食
嚥
下
診
療
を
中

心
と
し
て
～�

（
感
想
）藤
原 

裕
美

歯科点数等 Q＆A 医科点数等 Q＆A
（歯冠修復及び欠損補綴）
Q1 破損した義歯を修理した後に、義歯新製した場合、同月内でもそれぞれ算定でき
るか。
A1 それぞれ算定できます。
　※歯科点数表の解釈（2020年4月版、社会保険研究所、以下、青本）p352通知（3）

Q2 義歯が不適合で、義歯新製を前提に行った有床義歯内面適合法（床裏装）は算定
できるか。
A2 床裏装ではなく、義歯修理で算定できます。
　※青本p354通知（5）

Q3 義歯装着から床裏装の算定に期間制限はあるか。
A3 原則として、義歯の装着日から起算して1月以内は、床裏装の算定はできません。
ただし、①即時義歯を装着した場合（硬質材料を用いる場合に限る）、②旧義歯にお
いて軟質材料による床裏装が行われていた場合であって、義歯製作後においても
軟質材料による床裏装が必要と判断される場合は、1月以内でも算定できます。な
お、義歯装着から6月以内の床裏装は所定点数の50/100の点数となります。

　※青本p354�事務連絡H28.9.1「歯科」問18、告示注2

（医学管理等）
Q1 傷病手当金意見書交付料（100点）は交付の都度算定できるとされているが、同一
月に2回の算定は認められるか。
A1 傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごと
にそれぞれ算定できます。同一月内に2回交付すれば100点×2が算定できます。

（在宅医療）
Q2 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の処方箋無交付加算（300
点）は、どのような時に算定できるのか。
A2 処方箋無交付加算は同一月内に処方箋を交付しない場合に算定できます。同一
月に処方箋を交付した訪問診療と処方箋を交付しない訪問診療とが行われた場合
や当該月に処方が行われない場合には算定できません。

（検査）
Q3 外来迅速検体検査加算は、対象検査を全て院内で行い、その日のうちに結果の説
明等を行った場合でなければ算定できないのか。
A3 加算対象検査が、院内での検査と外注での検査が混在する場合でも、全てその日
のうち結果の説明等ができれば算定可能です。

AIによる新型コロナウイルス拡散・収束の分析
～今後の対策へ向けて～

SARS-CoV-2と口腔との関連
－ニューノーマルにおける口腔健康管理の重要性－

講師：平田　晃正　先生

　　　（�名古屋工業大学先端医用物理・情報工学

研究センターセンター長・教授）

日時：2月23日（水・祝）10：00～11：30

　　　※要事前申込（締切2月17日（木））

ZOOMアプリ（無料）を使用したオンラインセミ

ナーです。

医科・歯科会員の先生方には案内を郵送してい

ます。参加ご希望の方は、案内に記載している

URL又はQRコードよりお申込みください。

講師：今井　健一　先生

　　　（�日本大学歯学部細菌学講座・総合歯学研究所

生体防御部門教授）

日時：3月6日（日）10：00～11：30

　　　※要事前申込（締切3月2日（水））

ZOOMアプリ（無料）を使用したオンラインセミ

ナーです。

歯科会員の先生方には案内を郵送しています。参加

ご希望の方は、案内に記載しているURL又はQRコー

ドよりお申込みください。

　新型コロナ対策研究会《医科》　 　新型コロナ対策研究会《歯科》　

特徴に応じた喘息治療への
ニューパラダイムシフト

講師：春田　吉則　先生

　　　（はるた呼吸器クリニック院長）

日時：2月26日（土）16：00～17：30

　　　※要事前申込（締切2月23日（水））

ZOOMアプリ（無料）を使用したオンラインセミ

ナーです。

医科会員の先生方には案内を郵送しています。参

加ご希望の方は、案内に記載しているURL又はQR

コードよりお申込みください。

　医科オンラインセミナー　

社保�再審査等
請求書

A4版30枚つづり
●ご希望の方は協会まで。
　国保の用紙もあります。

オンライン請求の落とし穴をセルフチェック
請求事務担当者必見！

　オンライン請求に関する診療報酬未払いの事例が発生
していることから、保団連では「セルフチェックのページ」
をホームページに作成しました。ご活用ください！
http://www.cypher-web.jp/online/
※�保団連ホームページの「新着情報」または
「トピックス」一覧から入れます。
※�スマートフォンの場合は、右のＱＲコードからでも
アクセス可能です。

審査、指導・監査対策に活用できる1冊

（医科）�保険医のための審査、指導、監査対策
　　　�日常の留意点【第4版】� 定価：4,000円（税込）

（歯科）�カルテ記載を中心とした指導対策テキスト
　　　�―審査対策を含めた日常の留意点―� 定価：2,000円（税込）

※�会員には1冊無料分を既にお送りしています。2冊目からは定価販売となります。
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甲
状
腺
が
ん
を
め
ぐ
っ
て

今
、何
が
起
き
て
い
る
か（
上
）

Ｏ
ｕ
ｒ 

Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
ｅ
ｔ
―
Ｔ
Ｖ
代
表　

白
石　

草

が
あ
る
」
と
し
て
、
検
査
の
縮
小

な
い
し
中
止
が
叫
ば
れ
て
い
る
。

学
校
な
ど
で
実
施
さ
れ
て
い
る
集

団
検
診
は
、「
子
ど
も
の
人
権
を

侵
害
し
て
い
る
」
と
い
う
の
だ
。

懸
念
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
重
症
化

　

し
か
し
、
実
態
は
異
な
る
。
大

半
の
手
術
を
執
刀
し
て
い
る
福
島

県
立
医
科
大
学
の
鈴
木
眞
一
教
授

に
よ
る
と
、
2
0
1
8
年
12
月
末

ま
で
に
執
刀
し
た
1
8
0
人
の
う

書
」
で
は
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
る
。
だ
が
、
筆
者
が
、

2
0
1
1
年
3
月
の
食
品
の
線

量
と
流
通
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ

ろ
、「
2
0
2
0
年
報
告
書
」
に

記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
ま
っ

た
く
事
実
無
根
で
あ
る
事
実
を
突

き
止
め
た
。

　

ひ
と
つ
は
、
福
島
県
が
公
表
を

見
送
っ
て
い
た
食
品
デ
ー
タ
が
存

在
し
た
こ
と
だ
。
筆
者
が
入
手
し

た
文
書
よ
る
と
、
3
月
19
日
に
採

取
し
た
食
品
か
ら
、
こ
れ
ま
で
考

え
ら
れ
て
い
た
よ
り
は
る
か
に
高

い
放
射
性
物
質
が
計
測
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

福
島
市
の
ア
サ
ツ
キ
か
ら
、

1
キ
ロ
あ
た
り
4
万
8
0
0
0

ベ
ク
レ
ル
の
放
射
性
ヨ
ウ
素

1
3
1
が
検
出
さ
れ
て
い
た
ほ

か
、
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
1
3
4
が

6
万
4
0
0
0
ベ
ク
レ
ル
、
同

1
3
7
が
6
万
4
0
0
0
ベ
ク
レ

ル
と
高
い
値
が
計
測
さ
れ
て
い

た
。

　

こ
の
デ
ー
タ
は
、
政
府
が
3
月

17
日
に
食
品
の
暫
定
規
制
値
を
公

表
し
た
こ
と
を
受
け
、
福
島
県
が

19
日
に
県
内
34
市
町
村
の
農
家
か

ら
野
菜
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
試

料
37
検
体
を
計
測
し
た
も
の
。
た

だ
、
厚
労
省
の
示
し
た
「
緊
急
時

に
お
け
る
食
品
の
放
射
能
測
定
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
で
は
な
く
、
日
本
分

析
セ
ン
タ
ー
か
ら
送
付
さ
れ
て
き

た
「
緊
急
時
に
お
け
る
環
境
試
料

採
取
法
」
を
も
と
に
試
料
を
採
取

し
て
い
た
た
め
、
一
度
も
公
表
さ

れ
ず
、
10
年
間
お
蔵
入
り
に
な
っ

て
い
た
。

指
定
廃
棄
物
よ
り
高
い
濃
度
の
放

射
性
物
質
を
検
出

　

デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
飯
館
村

の
牧
草
か
ら
は
1
キ
ロ
当
た
り

88
万
ベ
ク
レ
ル
と
い
う
法
外
な
放

射
性
ヨ
ウ
素
1
3
1
が
計
測
さ
れ

た
ほ
か
、
大
玉
村
の
ホ
ウ
レ
ン

ソ
ウ
か
ら
は
、
ヨ
ウ
素
1
3
1

が
4
万
3
0
0
0
ベ
ク
レ
ル
、

同
1
3
2
が

7
万
3
0
0
0
ベ

ク
レ
ル
、
セ
シ
ウ
ム
1
3
7
が

8
万
9
0
0
0
ベ
ク
レ
ル
、
セ
シ

ウ
ム
1
3
4
が
9
万
ベ
ク
レ
ル
を

記
録
。
1
キ
ロ
グ
ラ
ム
8
0
0
0

ベ
ク
レ
ル
以
上
と
い
う
指
定
廃
棄

物
の
基
準
値
を
は
る
か
に
超
え
て

い
た
。

　

厚
労
省
が
17
日
に
公
表
し
た
食

品
の
暫
定
規
制
値
は
、
放
射
性
ヨ

ウ
素
が
1
キ
ロ
当
た
り
2
0
0
0

ベ
ク
レ
ル
、
セ
シ
ウ
ム
が
1
キ
ロ

当
た
り
5
0
0
だ
っ
た
が
、
37
検

体
の
う
ち
34
検
体
か
ら
、
こ
の
暫

定
規
制
値
を
超
え
る
汚
染
が
計
測

さ
れ
た
。
こ
の
数
値
は
減
衰
補
正

を
行
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
採
取

時
は
さ
ら
に
高
い
数
値
だ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。�

（
つ
づ
く
）

ち
、
リ
ン
パ
節
転
移
が
あ
っ
た
患

者
は
72
％
、
組
織
外
浸
潤
も
47
％

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
11
人
が
再

手
術
に
な
っ
て
い
る
。
治
療
の
必

要
の
な
い
が
ん
を
見
つ
け
て
い
る

ど
こ
ろ
か
、
重
症
化
が
懸
念
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

　

県
の
デ
ー
タ
も
、
そ
れ
を
裏
付

け
て
い
る
。
2
回
目
の
検
査
で
甲

状
腺
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
71
人
の

う
ち
8
割
が
、
1
回
目
の
検
査
で

は
、
超
音
波
検
査
で
結
節
が
認
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

71
人
の
平
均
腫
瘍
径
は
11
・
1
㎜
。

つ
ま
り
多
く
の
子
が
、
わ
ず
か
二

年
間
に
が
ん
が
1
㎝
も
成
長
し
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
中
に
は
3

㎝
以
上
が
ん
が
成
長
し
た
子
も
い

た
。県
の
専
門
家
委
員
の
メ
ン
バ
ー

で
甲
状
腺
外
科
医
の
清
水
一
雄
日

本
医
科
大
名
誉
教
授
は
、「
小
児
の

甲
状
腺
が
ん
は
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
で

発
育
速
度
も
速
い
と
い
う
の
は
理

解
し
て
い
る
が
、
3
・
5
㎝
と
い

う
の
は
非
常
に
大
き
く
、
急
激
に

大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

印
象
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

不
透
明
な
初
期
被
曝

　

で
は
、
こ
れ
ら
議
論
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
放
射
線
に

よ
る
被
曝
線
量
は
、
一
体
ど

の
程
度
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

原
子
放
射
線
の
影
響
に

関
す
る
国
連
科
学
委
員
会

（
U
N
S
C
E
A
R
）

は
、

「
2
0
1
3
年
報
告
書
」
で
、

避
難
区
域
の
1
歳
児
の
甲
状

腺
等
価
線
量
は
最
大
で
82
ｍ

Ｓｖ
（
浪
江
町
）
と
推
計
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
が
、
今
年
公

表
さ
れ
た
「
2
0
2
0
年
報

告
書
」
で
は
、
最
大
で
も

30
ｍ
Ｓｖ
（
南
相
馬
市
）
と
、

「
2
0
1
3
年
報
告
書
」
の

半
分
以
下
に
な
っ
た
。

　

な
ぜ
か
。
そ
の
最
大
の
理

由
は
、「
2
0
1
4
年
報
告

書
」
で
は
32
ミ
リ
グ
レ
イ
程

度
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た

飲
食
物
を
通
じ
た
経
口
被

曝
が
、「
2
0
2
0
年
報
告

3
0
0
人
に
迫
る
甲
状
腺
が
ん
患

者
　

福
島
県
で
は
、
原
発
事
故
か
ら

10
年
経
っ
た
今
も
、
事
故
当
時
18

歳
以
下
だ
っ
た
子
ど
も
を
対
象
と

し
た
甲
状
腺
検
査
を
実
施
し
て
い

る
。
検
査
対
象
は
38
万
人
。
検
査

は
全
て
の
子
ど
も
に
、
2
年
ご
と

に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
5

巡
目
に
入
っ
て
い
る
。
昨
年
6
年

ま
で
に
甲
状
腺
が
ん
と
診
断
さ
れ

た
患
者
は
2
6
6
人
。
そ
の
う
ち
、

2
2
2
人
が
す
で
に
手
術
を
受
け

て
い
る
。

　

小
児
甲
状
腺
が
ん
は
、
も
と
も

と
1
0
0
万
人
に
1
～
2
人
程

度
の
希
少
な
病
気
だ
。
チ
ェ
ル
ノ

ブ
イ
リ
事
故
後
に
増
加
し
、
国
際

機
関
に
よ
り
、
原
発
事
故
と
の
因

果
関
係
が
認
め
ら
れ
た
。
日
本
で

も
見
つ
か
っ
て
い
る
甲
状
腺
が
ん

も
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
に
匹
敵
す

る
人
数
だ
が
、
事
故
と
の
因
果
関

係
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。「
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
よ
り
も
被
曝
線
量
が

は
る
か
に
低
い
」
と
い
う
の
が
そ

の
理
由
だ
。
代
わ
り
に
、「
検
査
の

し
す
ぎ
に
よ
り
、
治
療
の
必
要
の

な
い
が
ん
を
見
つ
け
て
い
る
恐
れ

命の海を

原発よりも
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的
診
断
で
前
述
の
よ
う
に
腺
種
と

診
断
さ
れ
、か
つ
病
理
コ
メ
ン
ト
内

で
Ｅ
Ｍ
Ｒ
な
ど
を
用
い
た
病
変
全

体
の
摘
出
な
ら
び
に
病
理
検
索
、

も
し
く
は
厳
重
な
定
期
的
経
過
観

察
が
望
ま
れ
る
と
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
、更
に
は
定
期
的
観
察
に
て

腫
瘍
が
徐
々
に
増
大
傾
向
に
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
切
除
適
応
に

問
題
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

十
二
指
腸
腺
腫
で
が
ん
に
至
っ
た

症
例
の
報
告
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と

の
記
載
が
あ
る
が
、同
様
の
腺
腫
で

あ
る
大
腸
で
は
症
例
数
が
多
い
た

め
、が
ん
に
至
る
例
は
少
な
か
ら
ず

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

十
二
指
腸
で
は
症
例
数
が
極
め
て

少
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。十
二
指

腸
で
も
大
腸
症
例
に
準
じ
て
処
置

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

手
技
に
つ
い
て
は
、通
常
の
Ｅ
Ｍ

Ｒ
手
技
に
則
っ
て
施
行
さ
れ
て
い

る
。術
者
は
内
視
鏡
専
門
医
と
し

て
、診
断
、治
療
の
分
野
で
多
く
の

経
験
を
積
ん
で
お
り
、当
該
医
療
機

関
で
も
内
視
鏡
分
野
で
の
中
心
術

者
と
し
て
多
く
の
治
療
を
行
っ
て

い
る
。十
二
指
腸
腫
瘍
に
つ
い
て
は

比
較
的
稀
な
疾
患
で
あ
る
の
で
内

視
鏡
的
治
療
の
経
験
症
例
が
少
な

い
が
、技
術
的
に
大
腸
と
同
様
の
手

技
で
あ
る
こ
と
よ
り
、大
腸
の
内
視

鏡
治
療
経
験
例
の
多
い
術
者
が
通

常
の
よ
う
に
施
行
し
て
お
り
、特
に

問
題
は
な
い
。

　

事
後
処
置
に
つ
い
て
も
穿
孔
と

診
断
し
、ク
リ
ッ
プ
に
て
の
操
作
を

試
み
て
い
る
が
、不
成
功
に
終
わ
っ

た
の
で
、外
科
的
処
置
に
早
期
に
踏

み
切
っ
た
こ
と
は
適
切
な
処
置
で

あ
る
。

　

説
明（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン

セ
ン
ト
）に
つ
い
て
は
、患
者
側
が

問
題
に
し
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。内

視
鏡
的
消
化
管
ポ
リ
ー
プ
切
除
術

同
意
書
の
中
に
、合
併
症
と
し
て
消

化
管
穿
孔
の
可
能
性
、出
血
の
可

能
性
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

同
書
類
に
本
人
お
よ
び
夫
の
同
意

す
る
旨
の
サ
イ
ン
が
な
さ
れ
て
お

り
、基
本
的
に
は
問
題
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。た
だ
し
、患
者
側
は
穿

孔
の
危
険
性
に
つ
い
て
の
説
明
が

な
か
っ
た
と
強
く
主
張
し
て
い
て
、

説
明
が
十
分
で
な
か
っ
た
と
の
疑

問
は
残
っ
た
。カ
ル
テ
記
載
に「
Ｅ

Ｍ
Ｒ
に
つ
い
て
説
明
」と
あ
る
が
、

穿
孔
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
詳

し
く
記
載
す
べ
き
で
あ
っ
た
。カ
ル

テ
記
載
の
内
容
が
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
説
明
の
内

容
が
重
要
で
あ
り
、こ
の
点
は
若
干

問
題
で
あ
る
。

　

更
に
患
者
側
は
、家
族
を
含
め
て

こ
れ
ら
の
点
を
説
明
す
べ
き
と
主

張
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
本
人
に
は

説
明
が
な
さ
れ
同
意
さ
れ
た
も
の

の
、家
族
に
十
分
そ
れ
ら
の
内
容
が

伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が

あ
っ
た
。説
明（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
）に
つ
い
て
は
、医
療

機
関
側
→
本
人
→
家
族
、も
し
く

は
、医
療
機
関
側
→
本
人
・
家
族（
同

席
）の
い
ず
れ
か
で
行
わ
れ
る
。し

か
し
な
が
ら
、最
終
決
定
は
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
の
あ
る
成
人
の
場
合
、

本
人
が
行
う
べ
き
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、決
定
の
段
階
で
家
族
に

相
談
し
て
決
め
る
の
も
、本
人
の
意

思
の
み
で
決
め
る
の
も
本
人
の
自

由
で
あ
る
。患
者
自
身
は
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
に
問
題
が
な
く
、充
分
説

明
す
れ
ば
、そ
の
後
家
族
と
相
談
す

る
か
は
本
人
自
身
が
決
定
す
る
こ

と
で
あ
る
。家
族
が
危
険
性
を
聞
い

て
い
れ
ば
手
術
を
受
け
な
か
っ
た

と
の
認
識
は
疑
問
で
あ
っ
た
。す
な

わ
ち
、通
常
の
成
人
が
自
分
の
問
題

を
決
定
す
る
時
、家
族
と
相
談
す
る

か
否
か
は
医
療
機
関
側
の
問
題
で

な
く
、患
者
側
の
問
題
で
あ
る
。家

族
が
本
人
の
話
を
聞
い
て
、心
配
な

テ
内
の
Ｅ
Ｍ
Ｒ
に
つ
い
て
説
明
し

た
と
の
項
目
で
、も
っ
と
説
明
内
容

を
具
体
的
に
詳
細
に
書
く
べ
き
で

あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
件
は
診
断
、適

応
、手
技
、事
後
処
置
に
は
大
き
な

問
題
は
な
い
も
の
の
、治
療
に
つ
い

て
の
説
明
に
疑
問
点
が
指
摘
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
た
。

〈
結
果
〉

　

医
療
機
関
側
は
、最
終
的
に
説

明
義
務
違
反
の
み
認
め
て
、賠
償

金
額
を
提
示
し
た
が
、患
者
側
は

そ
の
額
に
納
得
を
し
な
か
っ
た
。裁

判
で
は
和
解
額
が
提
示
さ
れ
、そ

の
額
で
和
解
に
至
っ
た
。な
お
、和

解
金
額
は
訴
額
の
約
2
分
の
1
で

あ
っ
た
。 

※
京
都
保
険
医
新
聞
第
2
9
7
1

号（
2
0
1
6
年
7
月
20
日
）よ
り

ら
び
に
疑
問
の
点
が
あ
る
な
ら
ば
、

家
族
が
医
療
機
関
に
対
し
て
説
明

が
聞
き
た
い
旨
、要
請
す
べ
き
で
あ

る
。た
だ
し
、本
人
に
説
明
す
る
に

あ
た
っ
て
家
族
の
方
に
相
談
し
て

も
結
構
で
す
と
の
一
言
が
あ
っ
て

も
良
か
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
た
。

　

今
回
の
内
視
鏡
治
療
に
あ
た
っ

て
、通
常
と
異
な
る
手
術
室
で
行
っ

た
こ
と
は
、術
者
側
が
通
常
よ
り
も

リ
ス
ク
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、家
族
が

主
張
し
て
い
る
よ
う
に
20
～
30
分

の
簡
単
で
リ
ス
ク
の
な
い
手
術
と

本
人
が
理
解
し
、家
族
に
相
談
の
必

要
が
な
い
と
判
断
し
て
い
れ
ば
、リ

ス
ク
に
つ
い
て
の
説
明
不
足
の
点

は
医
療
機
関
側
に
落
ち
度
が
あ
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。い
ず
れ

に
せ
よ
同
意
書
の
み
な
ら
ず
、カ
ル

日
か
ら
1
年
が
経
過
す
る
ま
で
の

間
、求
職
活
動
を
す
る
者
は
失
業

手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。現
行
法
の
受
給
可
能
期
間
は

離
職
後
1
年
間
で
、こ
の
間
に
起

業
す
る
場
合
は
失
業
手
当
を
全
額

受
け
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
れ

に
よ
り
、離
職
後
す
ぐ
の
起
業
に

は
失
業
手
当
の
権
利
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、1
年
間
の
受
給
可

能
期
間
経
過
に
よ
り
権
利
を
喪
失

す
る
事
態
を
招
い
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
法
改
正
案
で
は
、一

定
の
条
件
の
も
と
、現
行
法
の
受

給
可
能
期
間
1
年
間
に
加
え
、失

業
手
当
を
受
給
で
き
る
権
利
を
3

年
間
保
留
で
き
る
特
例
を
設
け
る

よ
う
で
す
。一
定
の
条
件
の
一
つ

と
し
て
、会
社
等
の
離
職
後
、起
業

や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
自
営
業
者
と

し
て
働
い
て
い
た
方
が
、事
業
が

う
ま
く
い
か
ず
廃
業
後
に
就
職
活

動
に
取
り
組
む
こ
と
が
条
件
に
挙

が
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
改
正
は
、自
営
業
者

の
公
的
保
護
に
つ
な
が
る
改
正
と

な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

特
定
社
会
保
険
労
務
士　

白
鷺
克
憲

　

厚
生
労
働
省
は
雇
用
保
険
法
の

改
正
案
を
通
常
国
会
に
提
出
す
る

予
定
で
す
。内
容
と
し
て
は
、雇
用

保
険
の
受
給
資
格
者
の
要
件
を
緩

和
す
る
内
容
を
盛
り
込
み
、会
社

を
離
職
後
起
業
し
た
場
合
に
も
一

定
の
要
件
で
失
業
保
険
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、法
整
備

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

雇
用
保
険
法
で
は
、会
社
を
離

職
し
、失
業
手
当
受
給
の
要
件
を

満
た
す
場
合
は
、離
職
の
日
の
翌

（
50
歳
代
後
半
女
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　

十
二
指
腸
腺
腫
で
初
診
。腺
腫

は
サ
ー
ド
・
ポ
ー
シ
ョ
ン
に
8
㎜
に

な
っ
た
の
で
、入
院
し
翌
日
に
全
身

麻
酔
下
で
Ｅ
Ｍ
Ｒ
を
施
行
し
た
が
、

術
中
に
3
㎝
大
の
十
二
指
腸
穿
孔

と
な
っ
た
。そ
の
直
後
に
外
科
医
師

に
よ
り
開
腹
術
を
施
行
し
て
、特
に

異
常
な
く
退
院
し
た
。し
か
し
な
が

ら
、患
者
側
は
納
得
が
い
か
な
い
と

し
て
訴
訟
を
申
し
立
て
た
。

　

患
者
側
の
主
張
は
以
下
の
通
り
。

　

①
手
術
前
か
ら
渡
さ
れ
て
い
た

同
意
書
は
誤
っ
て
検
査
の
同
意
書

で
あ
っ
た
。し
た
が
っ
て
、手
術
に

よ
る
穿
孔
の
リ
ス
ク
は
一
切
説
明

さ
れ
て
い
な
い
。

　

②
手
術
同
意
書
は
術
当
日
に
看

護
師
か
ら
手
渡
さ
れ
た
も
の
で
、

直
ぐ
に
サ
イ
ン
す
る
よ
う
に
言
わ

れ
た
。医
師
か
ら
の
説
明
は
一
切
な

か
っ
た
。

　

③
手
術
の
リ
ス
ク
を
説
明
さ
れ

て
い
た
ら
、手
術
を
受
け
な
か
っ

た
、あ
る
い
は
よ
り
信
頼
で
き
る
医

療
機
関
に
転
院
し
て
い
た
可
能
性

が
高
か
っ
た
。実
際
に
腺
腫
を
発
見

し
て
も
ら
っ
た
医
療
機
関
か
ら
信

頼
で
き
る
と
思
っ
た
当
該
医
療
機

関
に
転
院
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

　

④
十
二
指
腸
穿
孔
事
故
に
よ
り
、

職
場
復
帰
が
遅
延
し
て
そ
の
結
果
、

退
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　

医
療
機
関
側
と
し
て
は
、Ｅ
Ｍ
Ｒ

に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
は
穿
孔
も
含

め
説
明
し
同
意
書
も
あ
る
。ク
レ
ー

ム
を
言
っ
て
い
る
の
は
、患
者
本
人

で
は
な
く
主
に
夫
と
患
者
の
父
親

で
あ
り
、患
者
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
に
も
問
題
が
な
か
っ
た
の
で
、家

族
に
ま
で
は
術
前
の
説
明
を
し
な

か
っ
た
。Ｅ
Ｍ
Ｒ
の
適
応
に
つ
い
て

は
、腺
腫
は
5
㎜
以
上
で
あ
り
、病

変
の
形
に
変
化
が
見
ら
れ
悪
性
の

可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
問
題
は
な

い
と
医
療
過
誤
を
否
定
し
た
。

　

紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約
1

年
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　

診
断
、適
応
、手
技
、事
後
処
置
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
な
い
。

　

診
断
に
つ
い
て
は
生
検
に
よ
る

病
理
学
的
診
断
で
腺
種
と
さ
れ
て

い
る
。

　

切
除
適
応
に
つ
い
て
は
病
理
学

雇用問題等Ｑ＆Ａ
面接・雇用から
採用・退職まで
面接・雇用から
採用・退職まで◯169◯169

起
業
の
場
合
の
失
業
手
当

　

雇
用
問
題
等
に
関
す
る
ご

質
問
・
ご
意
見
、読
ま
れ
て
の

ご
感
想
等
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

ま
た
、白
鷺
先
生
へ
の
労
務
相

談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す（
8

面
に
掲
載
）。詳
し
く
は
協
会

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

説
明
義
務
違
反
を

認
め
た
ケ
ー
ス

医
事
紛
争
事
例

医
事
紛
争
事
例

医
師
が
選
ん
だ

医
師
が
選
ん
だ
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医事紛争事例集
医師が選んだ60事例

～明日は我が身
　京都府保険医協会・医療安全対策部会の経験豊富な担当理事（医師）が数あ
る紛争事例の中から厳選した事例で構成。
　本書に掲載した紛争事例は、協会が実際に会員医療機関からの相談に対応
したものであり、かつ、医療現場において特に注意すべき、あるいは典型的な
事例を厳選。

広島協会会員価格
2,000円（税込・送料別）お申込みは京都府保険医協会まで　ＴＥＬ　075－212－8877

医事紛争事例集－医師が選んだ60事例－
　医療安全研修ＤＶＤ　ＰａｒｔⅢ

日常診療における「安心」と「安全」のために
　「医事紛争事例集－医師が選んだ60事例」（2019年9月発行）に掲
載されている60事例すべて網羅！医療法で定められている医療安全
研修をより効率的に実施可能！書店では手に入らないオリジナル！

広島協会会員価格　7,000円（税込・送料別）

月刊保団連臨時増刊号
「保険医のための　　　
　　　　災害対策必携」
（2022年1月改訂版）

定価：1,500円（税込）
ご注文いただいた会員には1冊無料分を
お送りします。
2冊目からは定価販売となります。
お問い合わせ・ご注文は協会事務局まで

　医療機関において、本年4月1日以降、診療に係る
酸素費用の請求を行う場合、本年2月15日までに中国
四国厚生局（厚生局）に届け出る必要があります。
　厚生局は、以前は「酸素の購入価格に関する届出
について」のお知らせ文書を医療機関宛に郵送して
いました（医科は全医療機関、歯科は既に届出でて
いる医療機関に送付とのこと）。しかし、2020年以降
は、お知らせ文書を郵送せず、同局のホームページ
への掲載のみの扱いとしています。
　これに対し、協会は「届出書は保険請求に必要な
書類であるため、お知らせ文書や届出書を医療機関
に郵送すべき」と要望しています。
　届出様式は中国四国厚生局のホームページからダ
ウンロードできます。また、ご希望の先生には協会
から別途お送りできますので、協会事務局までご連
絡ください。

2月15日（火）までに届出を！
『酸素の購入価格に関する届出書』について
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2
0
2
2
年
1
月
18
日（
火
）、

第
23
期
第
8
回
理
事
会
を
開
催
し

た
。

【
主
な
協
会
会
議
、行
事
等
の
報

告
】

・
第
23
期
第
7
回
理
事
会
の
決
定

事
項
の
確
認
。

・
協
会
行
事
、諸
会
議
の
討
議
内

容
、報
告
事
項
の
確
認
。

・
保
団
連
関
係
・
そ
の
他
行
事
へ
の

参
加
報
告
。

・
新
聞
発
行
、共
済
、組
織
現
勢
の

報
告
。

・
被
爆
者
認
定
指
針
案
に
関
す
る

声
明
発
表
を
報
告
。

【
協
議
事
項
】

①
当
面
の
医
療
運
動
等
に
つ
い
て

・
2
0
2
2
年
度
診
療
報
酬
改
定

と
2
0
2
2
年
度
予
算
案
を
見
据

え
た
取
り
組
み
と
し
て
、75
歳
以

上
の
窓
口
負
担
2
割
化
阻
止
、歯

科
医
療
費
総
枠
拡
大
に
向
け
た
取

り
組
み
を
議
論
。署
名
の
推
進
等

を
確
認
。

・
外
来
医
療
等
の
デ
ー
タ
提
出
等

に
関
す
る
要
請
書
提
出
を
決
定
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
関
連
研
究
会
開
催

を
決
定
。請
求
上
の
取
扱
い
の
疑

義
解
釈
等
の
周
知
を
確
認
。

・
歯
科
活
動
報
告
と
計
画
案
、「
保

険
で
よ
い
歯
を
広
島
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」の
活
動
状
況
を
報
告
、確
認
。

・
公
立
・
公
的
病
院
等
の
再
編
・
統

合
問
題
に
つ
い
て
今
後
の
取
り
組

み
を
確
認
。

②
審
査
・
指
導
問
題
対
策

・
広
島
弁
護
士
会
保
険
医
支
援
研

究
会
と
の
意
見
交
換
に
つ
い
て
報

告
。

③
広
報
文
化

・
広
島
保
険
医
新
聞
企
画
案
、主
張

案
を
討
議
、決
定
。

・
2
0
2
2
年
度
市
民
公
開
講
演

会
企
画
の
検
討
。

④
共
済

・
グ
ル
ー
プ
保
険
対
策
に
つ
い
て

討
議
、当
面
の
対
応
を
決
定
。

・
休
保
給
付
審
査
。

⑤
総
務
・
財
政

・
記
念
講
演
企
画
に
つ
い
て
討
議
。

・
保
団
連
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

会
計
に
つ
い
て
討
議
、確
認
。

⑥
行
事
・
会
議
予
定

・
日
程
の
確
認
。

⑦
保
団
連
等
行
事
予
定

・
各
行
事
の
日
程
、出
席
者
等
を
確

認
。

⑧
そ
の
他

・
他
協
会
研
究
会
の
広
報
に
つ
い

て
討
議
。会
員
へ
の
案
内
を
決
定
。

・
加
盟
団
体
の
行
事
、ニ
ュ
ー
ス
等

で
取
り
組
み
状
況
を
確
認
。

税理士
☆助言者　松野 和生 税理士（松野和生税理士事務所）
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8
23お

知
ら
せ
コ
ー
ナ
ー

「
よ
ろ
ず
法
律 

　

税
務 

労
務
」相
談

　

ご
利
用
に
つ
い
て

「
よ
ろ
ず
法
律 

　

税
務 

労
務
」相
談

　

ご
利
用
に
つ
い
て

　

上
記
の
「
よ
ろ
ず
法
律 

税
務 

労
務
」
相
談
は
随
時
受
付
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
ご
相
談
の
希
望
日

時
に
つ
き
ま
し
て
は
各
助
言
者
の

都
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

必
ず
協
会
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

日
時
の
調
整
に
つ
い
て
は
協
会

で
行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

オ
ミ
ク
ロ
ン
変
異
株
の
感
染
が

広
ま
っ
た
。昨
年
9
～
12
月
ま
で
、

米
国
軍
人
が
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
せ
ず

に
日
本
の
基
地
に
来
た
の
が
原
因

で
、基
地
内
及
び
周
辺
の
都
市
に

感
染
が
波
及
し
た
。地
位
協
定
で

は
、ド
イ
ツ
、韓
国
な
ど
は
、そ
れ

ら
の
基
地
に
入
る
際
は
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
が
必
要
で
あ
る
。日
本
だ
け
が

免
除
さ
れ
て
い
る
。日
本
の
基
地

か
ら
米
国
と
他
国
の
米
軍
基
地
へ

は
、Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
は
必
要
で
あ
る
。

日
本
に
と
っ
て
は
屈
辱
的
な
地
位

協
定
で
あ
る
。地
位
協
定
の
改
定

は
是
非
必
要
で
あ
る
。�

（
憲
）

広島県保険医協会
行事案内
Twitter

＠hokeni_info

編
集
後
記


